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公的医療機関等2025プラン

鹿児島赤十字病院
院長 武冨 榮二

鹿児島保健医療圏地域医療構想調整会議 令和2年年9月8日
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分析の方法
厚生労働省は、2017年度の報告データを元に｢診療実績が少ない｣｢他の医療機関と
競合している｣といったケースを調べた。調査の対象は｢高度急性期｣｢急性期｣を受け入
れている計1455機関。このうち①がん、心疾患、脳卒中、救急、小児、周産期、災害、
へき地、研修・派遣の9項目の診療実績が同一区域内で下位3分の1にとどまる②がんや
救急などの全6項目の診療実績がほぼ同じ他の病院が近接した場所にある（車で20分
以内)のいずれかに該当するのは424病院であった。

鹿県8公的病院再編必要（南日本新聞 令和元年9月27日）
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(A)                                        (B)

“DMAT:2班、日赤救護班：8班を常備編成”
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鹿児島医療圏患者推計：主疾患

産業医科大ホームページより
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当院：120床

県立薩南病院：175床

サザンリージョン病院：131床

小原病院：118床
指宿医療センター：271床

都道府県別・二次医療圏別データ集利用

急性期医療密度指数マップ
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令和2年度診療報酬改定で重症度算定基準の
見直しを受けての当院の病床選択

・2病棟は急性期病床として死守
急性期一般病床入院料3以上で維持

・1病棟は地域包括ケア病床に転換
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鹿児島赤十字病院の今後の方針

1. 災害救護、支援の堅持

2. 離島・へき地医療支援の継続

3. 小規模専門病院として地域・社会に必要とされる
質の高い医療を提供する。

4. 鹿児島県、鹿児島大学に協力し、医師の確保、
研修・育成に貢献する。

5. 令和2年度診療報酬改定に伴い、2病棟（80床）を
急性期病棟、1病棟（40床）は地域包括ケア病棟に
病床機能を転換する。
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